
様式１

（　子どもすこやか部　）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

随意契約の理由

1 子ども企画課
大分市子育て支援サイト
naana運営業務委託

令和5年4月1日
福岡市中央区天神1-4-2　
エルガーラオフィス棟5階
株式会社QTミディア

6,476,800 ２号

「大分市子育て支援サイトnaana」の管理システムは、株式
会社QTミディアが当初から開発に携わり、システムの維持管
理を行っている。システムの維持管理にはシステムに精通し
た知識と経験が必要とされるため、システム開発から当事業
に携わる株式会社QTミディアが最も適任である。
　株式会社QTミディアは、事業の開始当初から、naanaパー
トナーと共に「０歳児の母親を対象とした交流会」等の開催
実施に際し、事務局スタッフとして参画するなど、事業の推
移に関わってきた実績がある。
　今後「大分市子育て支援サイト」による子育て家庭への支
援をより一層強化するため、当該サイトの利用者を増やし、
子育て家庭が求める情報の提供を行い、子育て中の家庭同士
が交流し、同年齢の子どもを持つ友達を見つけ、子育ての孤
立感や不安感を解消できるような交流の場の提供が求められ
るが、そのためには行政の視点だけでなく、民間の自由な発
想のもとでnaanaパートナーと協力して進めていくことが必
要である。そして、これらを実現できるのはこれまでの経緯
から株式会社QTミディアを除いて他にないと考えられる。

2 子ども企画課
大分市ハッピーファミ
リー応援事業委託

令和5年4月1日
大分市羽屋3丁目2番18号
一般社団法人　大分県助産
師会

1,415,447 ２号

大分市ハッピーファミリー応援事業において開催するプレマ
マ・プレパパスクール、親子スキンシップ教室、孫育て応援
教室は、初妊婦とその夫や初めて子どもをもつ夫婦の育児不
安解消、親世代と祖父母世代との摩擦解消などを目的として
いる。
　本事業の目的の達成にあたっては、豊富な知識と経験をも
つ助産師をスタッフとして有するとともに、大分市内に本部
事業所があり、全日程において講座開催に必要な人員を確保
することが可能な事業者であることを要する。
　「一般社団法人　大分県助産師会」は、上記の要件を満た
す唯一の事業者であり、プレママ・プレパパスクールや親子
スキンシップ教室、孫育て教室の開催実績も豊富である。

随意契約の契約状況表
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3 子ども企画課
大分市子どもの生活実態
調査事業業務委託

令和5年6月12日

福岡県福岡市博多区博多駅
東２丁目６番２６号
株式会社サーベイリサーチ
センター九州事務所

6,270,000 ２号

本実施業務を委託するに当たり、本市の市民ニーズにあった
支援体制の構築に向けた調査を行うためには、価格のみだけ
ではなく、最善な事業達成という目的に向け総合的に判断す
る必要があり、その性質が価格のみによる競争に適さないこ
とから、公募型プロポーザル方式により受託候補者を募集
し、受託候補者選定委員会にて審査を行った。結果、株式会
社サーベイリサーチセンター九州事務所が受託候補者として
選定され、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定に基づく契約を行った。

4 子育て支援課
児童家庭相談システム維
持管理業務委託

令和5年4月1日

大阪府八尾市北亀井町3丁
目1番72号
シャ-プマーケティング
ジャパン株式会社

990,000 ２号

 大分市児童家庭相談システムは、令和２年度にシャープ
マーケティングジャパン（株）との契約によりシステム開発
を行い、令和３年度１０月より稼働したものである。
　本システムは、システム開発事業者が独自に開発したもの
で、開発業者以外には公開されていないプログラムで構成さ
れており、他者は当該ソフトウェアに係る知識や情報、ノウ
ハウを有していない。そのため、本委託の履行が可能なもの
は、当該システムを設計・開発し、プログラム作成を行った
シャープマーケティングジャパン（株）に限られる。
　以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号の規定により、随意契約にて施行いたしたい。なお、
決裁のうえは、大分市契約事務規則第４１条第２項第７号に
より、シャープマーケティングジャパン（株）の１者見積に
て契約いたしたい。
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5 子育て支援課
子育て世帯・ヤングケア
ラー等訪問支援事業

令和5年4月1日

・大分市高城西町32番36号
社会福祉法人グリーンコープ
・大分市東春日町6番28号
医療法人博光会
・大分市大字市459番地
社会福祉法人霊山会
・大分市大字種具字南谷141番
地
社会福祉法人　清流共生会
・大分市中戸次寺ノ内5111-1
社会医療法人財団天心堂
・大分市六坊北町2番61号
特定非営利活動法人里の風
・大分市下郡中央2丁目4-11　
大分建設新聞社ビル2階
一般社団法人LBM
・大分市上宗方567-87　日生
第5マンション607号
株式会社　リーエンデ
・大分市田室町9番80号　アー
バン田室128号
株式会社おらぶ
・大分市大字津留字六本松
1970-7
大分県医療生活協同組合
・大分市大字皆春329番地1　
福祉複合施設れんげ草
株式会社れんげ草
・大分市南太平寺3丁目1-3
有限会社惠
・大分市角子原1005
株式会社NextValue
・大分市旦野原900番地の185
株式会社C.S-Advance
・大分市府内町1丁目3番15号　
府内MCビル
医療法人畏敬会
・大分市下郡山の手2番16号
社会福祉法人松山会
・大分市花津留1丁目1番30号　
レモンエナジービル305
株式会社奏

2,000,000 ２号

本事業は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て
世帯及びヤングケアラー等がいる家庭を対象に、家事・育児
支援を行うヘルパーを派遣することで、虐待リスク等の高ま
りを未然に防ぐとともに、ヤングケアラーにおいては、家庭
における養育環境を整え、日常生活を営むことに支障が生じ
ている児童生徒を支援することを目的としている。
あわせて、本事業では、家事・育児支援を行う中で家庭の状
況を把握し、保護者やヤングケアラー等に寄り添い、家庭が
抱える不安や悩みを傾聴することで子育て環境を整えていく
必要もあること、並びに、事業の性質上、急遽支援が必要な
場合も対応する必要があることから、これまでヘルパー派遣
の実績があり、家事・育児支援を適切かつ迅速に実行できる
ヘルパーの派遣が求められる。
以上の要件から、市内に開設している訪問介護事業者（市に
登録している１６７の事業所）に対し、本事業の受託の可否
について照会したところ、下記の事業所より受託可との回答
があった。これらの事業所は、本事業の受託において求めら
れる要件を満たしていると考えられる。

※単価契約 3,000円/時間、1,860円/回、
時間外勤務加算　370円/30分
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6 子育て支援課
子ども等見守り訪問支援
事業

令和5年4月1日

大分市顕徳町1丁目１３－
１７
社会福祉法人　大分県福祉
会

9,729,000 ２号

本事業は、大分市要保護児童対策地域協議会に支援対象児童
等として登録されている子ども等の居宅を訪問するなど子ど
も等の見守り体制を強化することを目的として実施するもの
である。事業の性質上、事業者には家庭での子ども等のアセ
スメントを適切に実行し対応する能力や、地域の関係機関と
の連携が求められる。
このような要件のもと、社会福祉法人　大分県福祉会は、こ
れまでも大分市内唯一の児童家庭支援センターとして大分市
全域に対して、地域での児童福祉相談支援機関としてアウト
リーチ型の訪問実績を持ち、適切なサービスを提供できる事
業者であることから、本事業の受託において求められる要件
を満たしていると考えられる。

7 子育て支援課
子ども等見守り訪問支援
事業

令和5年6月1日

大分市大字城原２６００番
地の１０
社会福祉法人　小百合愛児
園

8,107,500 ２号

本事業は、大分市要保護児童対策地域協議会に支援対象児童
等として登録されている子ども等の居宅を訪問するなど子ど
も等の見守り体制を強化することを目的として実施するもの
である。
令和４年１０月から事業を開始し、支援対象児童等に対し
て、食事や食材の配達や生活支援、学習支援等を切り口に、
これまで行政機関を拒否していた世帯への介入が可能となる
などの効果がみられている。現在、主に市内中央部から西部
エリアでサービスを展開しており、この事業を市内全域でよ
りきめ細やかに対応するため東部エリアで委託事業所を新た
に1か所追加しようとするものである。

本事業の性質上、受託先の事業者には家庭での子ども等のア
セスメントを適切に実行し対応する能力や、地域の関係機関
との連携が求められる。

このような要件のもと、社会福祉法人　小百合愛児園
は、児童養護施設を東部地区で運営し、家庭環境が複雑な子
どもたちの入所を受け入れるなかで退所後の地域での生活を
支えていくといったアウトリーチ型の訪問実績を持ち、なお
かつ地域との関係性も深いことから、適切なサービスを提供
できる事業者であり、本事業の受託において求められる要件
を満たしていると考えられる。
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8 子育て支援課 子育て短期支援事業 令和5年4月1日

大分市顕徳町1丁目13-17
社会福祉法人　大分県福祉会
別府市南荘園町3組
社会福祉法人　栄光園
大分市大字城原2600番地の10
社会福祉法人小百合愛児園
別府市荘園8組
社会福祉法人　別府光の園
由布市庄内町西長宝1443番地1
社会福祉法人　庄内厚生館
別府市大字鶴見字奥山田1110-
12
社会福祉法人　別府平和園
由布市庄内町西長宝1781番地3
佐藤ホーム
里親６組

4,307,000 ２号

　子育て短期支援事業の対象は０歳から１８歳未満であり、
年齢に応じて児童養護施設、乳児院等に預かりを依頼してい
る。０歳から２歳未満児は大分県内に1カ所ある栄光園乳児
院、２歳以上のきょうだい児の預かりに対応するため乳児院
と同じ敷地内にある栄光園児童養護施設、２歳以上１８歳未
満児については大分市内２カ所ある児童養護施設森の木と小
百合ホーム、上記四者の受入れが困難な場合もあるため０歳
～１８歳未満児に対応している光の園子ども家庭支援セン
ター、母子（０歳～１８歳未満児）に対応をしている母子生
活支援施設別府厚生館、２歳～１８歳未満児に対応している
児童養護施設山家学園と契約している。利用の際は保護者が
子どもを実施施設まで送迎することから、利便性を考えると
大分市、別府市、由布市内の施設との契約が適切と考える。
また、令和３年４月の法改正により、市町村が事業所の実施
施設として、里親と直接契約できるようになった。里親宅に
訪問し、面談を行ったところ、本事業の受け入れについて求
められる要件を満たしていた。
以上の理由から、表７者９施設と６組の里親と随意契約とい
たしたい。
※単価契約　１，５００円～１０，７００円
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9 子育て支援課 養育支援訪問事業 令和5年4月1日

・大分市高城西町32番36号
社会福祉法人グリーンコープ
・大分市東春日町6番28号
医療法人博光会
・大分市大字市459番地
社会福祉法人霊山会
・大分市大字種具字南谷141番
地
社会福祉法人　清流共生会
・大分市中戸次寺ノ内5111-1
社会医療法人財団天心堂
・大分市六坊北町2番61号
特定非営利活動法人里の風
・大分市下郡中央2丁目4-11　
大分建設新聞社ビル2階
一般社団法人LBM
・大分市上宗方567-87　日生
第5マンション607号
株式会社　リーエンデ
・大分市田室町9番80号　アー
バン田室128号
株式会社おらぶ
・大分市大字津留字六本松
1970-7
大分県医療生活協同組合
・大分市大字皆春329番地1　
福祉複合施設れんげ草
株式会社れんげ草
・大分市南太平寺3丁目1-3
有限会社惠
・大分市角子原1005
株式会社NextValue
・大分市旦野原900番地の185
株式会社C.S-Advance
・大分市府内町1丁目3番15号　
府内MCビル
医療法人畏敬会
・大分市下郡山の手2番16号
社会福祉法人松山会
・大分市花津留1丁目1番30号　
レモンエナジービル305
株式会社奏

1,815,000 ２号

養育支援訪問事業は、特に支援が必要な家庭において、児童
が適切に養育されることを目的として実施するものである。
事業の性質上、事業者には、急遽支援が必要となり申請から
利用するまでの期間が短い場合でも対応可能であることや、
育児支援を適切に実行する能力を有する支援者の派遣が求め
られる。以上の要件のもと市内に開設している訪問介護事業
者に対し業務受託の可否について照会したところ、17件の事
業者より受託可との連絡があり 、これらの事業者は迅速な
サービスを提供できる事業者であり、本事業の受託において
求められる要件を満たしていると考えられる。

※単価契約 3,000円/時間、1,860円/回
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10 子育て支援課
大分市母子父子寡婦福祉
資金貸付システム維持管
理業務委託

令和5年4月1日
大分市東春日町17番58号
富士通Japan株式会社大分
支社

2,112,000 ２号

母子父子寡婦福祉資金貸付システムの維持管理にあたって、
このソフトウェアはシステム開発事業者が独自に開発したも
ので、開発業者以外には公開されていないプログラムで構成
されており、他者は当該ソフトウェアに係る知識や情報、ノ
ウハウを有していない。そのため、本委託の履行が可能なも
のは、当該システムを設計・開発し、プログラム作成を行っ
た富士通Japan（株）に限られるため、引き続き同株式会社
と随意契約としたい。

11 子育て支援課
令和５年度大分市子育て
世帯生活支援特別給付金
コールセンター業務委託

令和5年5月9日
大分市長浜町２－７－２２
株式会社マイダスコミュニ
ケーション

3,355,572 ５号

本業務は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金支給事業の実施に伴い、受給対象者からの電話に
よる問い合わせ窓口を委託するものである。
本事業は、物価高騰の影響による負担の増加、収入の減少等
の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するための特
別的な給付措置であるため、給付金の申請及び給付に関する
こと、事業に関わる相談等、多数の問い合わせがあることが
想定される。
また、こども家庭庁より可能な限り速やかに支給を開始する
ことと示されており、早急に市民からの手続き等に対する問
い合わせ窓口の開設が必要である。
そのため、本業務については、緊急の必要により競争入札に
付することができないときに該当するため、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により、株式会社マイ
ダスコミュニケーションと随意契約するものである。

12 子育て支援課
令和５年度大分市子育て
世帯生活支援特別給付金
窓口業務委託

令和5年6月1日
東京都新宿区西新宿２－１
－１
キャリアリンク株式会社

2,960,100 ５号

本業務は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金支給事業の実施に伴い、受給対象者からの申請等
の受付窓口を委託するものである。
本事業は、物価高騰の影響による負担の増加、収入の減少等
の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するための特
別的な給付措置であるため、給付金の申請及び申請に係る手
続きに関すること、給付金の交付状況等、多数の申請や問い
合わせがあることが想定される。
また、こども家庭庁より可能な限り速やかに支給を開始する
ことと示されており、早急に市民からの申請を受け付ける窓
口の開設が必要である。
そのため、本業務については、緊急の必要により競争入札に
付することができないときに該当するため、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により、キャリアリン
ク株式会社と随意契約するものである。
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随意契約の契約状況表

13 保育・幼児教育課

大分市立幼稚園外学校保
健安全法「学校環境衛生
基準」に基づく検査（単
価契約）

令和5年4月1日
大分市金池南1丁目15番3号
公益社団法人 大分市薬剤
師会

970,200 ２号

学校薬剤師は、学校保健安全法第２３条第２項の規定によ
り、大学以外の学校に置くよう定められており、その職務執
行については、同法施行規則第２４条第１項第１号から第７
号に規定されています。
特に、同項第２号では、学校環境衛生基準に基づく学校環境
衛生検査（教室等の空気、飲料水の管理等）や、学校環境衛
生の維持及び改善に関与し、必要な指導助言を行うこととさ
れており、委嘱を受けた学校の環境衛生検査の実施にあたっ
ては、学校と協議・調整のうえ、計画的な環境測定の実施と
指導助言など検査全般を統括する必要があります。
また、検査結果等に問題が発生した時は、分析機関、保育・
幼児教育課、大分市教育委員会、幼稚園及び認定こども園等
と連携し、迅速かつ適切に対応することが重要となることか
ら、本件の学校環境衛生検査業務は、地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号に基づき、競争入札に適さないた
め、学校薬剤師を統括する公益社団法人 大分市薬剤師会と
学校環境衛生検査に関し随意契約するものです。
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随意契約の契約状況表

14 保育・幼児教育課
市立施設屋外遊具等安全
点検業務委託

令和5年4月12日
大分市角子南1丁目2番18号
後藤体器株式会社

908,600 ２号

平成１４年３月に国土交通省が策定した「都市公園における
遊具の安全確保に関する指針」を受け、同月、厚生労働省及
び文部科学省から各自治体の管轄部局等に対し、国土交通省
の指針を参考に学校に設置している遊具の事故防止対策に活
用するよう通知された。
遊具や公園施設の製造・販売・点検・補修等を行う事業者で
構成する（一社）日本公園施設業協会では、同年、この指針
に沿った規準を初めて制定し、その後、国の指針の改正に合
わせて２度の改正後、現在では平成２６年７月に改正した
「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2014」に基づき、各種
講習、啓発、専門員の育成・認定を行っているところであ
る。
こうした中、本委託は学校体育施設及び遊具等の安全確保を
目的として、屋外遊具・体育器具の点検を定期的に実施しよ
うとするものであるが、安全点検に際しては、指針に従った
専門的知見からの検査が要求されることや、幼児教育・保育
の場という特殊性から、緊急を要する箇所が判明した場合は
速やかに対処することが求められる。
契約の相手方である後藤体器（株）は、市内で唯一、（一
社）日本公園施設業協会から認定を受けた公園施設の維持管
理業務の成果の安全性を判定する「公園施設製品安全管理
士」の資格を有していることや、（公財）日本体育施設協会
から認定を受けた体育施設の維持管理や運営に必要な「体育
施設管理士」の資格を有していることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約するも
のである。
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15 保育・幼児教育課
発達障がい児巡回専門員
派遣事業委託

令和5年5月17日

別府市大字鶴見４０７５番
地の１
社会福祉法人　別府発達医
療センター

大分市大字野田１１１１番
地
医療法人　謙誠会

大分市古ケ鶴１－４－１
大分県医療生活協同組合

大分市顕徳町１丁目１３－
１７
社会福祉法人　大分県福祉
会

大分市大字津守８８８番地
の６
医療法人　光心会

大分市中戸次５６２０番地
１
社会福祉法人　萌葱の郷

大分市大字片島字長三郎２
９９６－３
社会福祉法人　藤本愛育会

大分市大字旦野原８２３番
地５
特定非営利活動法人　おお
いた子ども支援ネット

大分市大字光吉１１７９
府内大橋こどもクリニック

5,750,000 ２号

発達障がい児巡回専門員派遣事業は、発達障がいに関する知
識および経験を有する臨床心理技術者・保育士・作業療法
士・ソーシャルワーカー等の専門職が、子どもやその親が集
まる保育所、幼稚園等の施設・場を巡回し、施設のスタッフ
や親に対して発達障がいの早期発見・早期対応の助言を行う
ものである。当事業者は、本事業の実施に必要とされる障が
い児の早期発見に関して必要な検査技術や保護者との相談・
援助技術を持ち、医療情報に精通している臨床心理技術者・
保育士・作業療法士・ソーシャルワーカー等の職員を有して
いるため。
単価：一人あたり7,000円～33,000円(2項目)
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16 保育・幼児教育課
令和5年度大分市保育所
等職員研修業務委託

令和5年6月5日

福岡県福岡市博多区上呉服
町10-10呉服町ビジネスセ
ンター5階
株式会社テノ．サポート

11,038,830 ２号

平成３１年度、令和4年度大分市保育所等職員研修業務を適
切に実施し、大分県や九州内の自治体において、子育て支援
員研修や保育士就職支援セミナー等を実施するとともに全国
において保育施設の経営を行うなど、保育に係る業務実績を
多数有している。また、ｅラーニングを使用して子育て支援
員の研修の実績が複数あるなど、オンラインの研修実績も有
している。また、提出された書類及びプレゼンテーションの
内容を審査したところ、これらの点等が評価され、今後の業
務の実施に関して信頼が持てるものと判断した。
　以上のことから、提案者が令和5年度大分市保育所等職員
研修業務を適切に実施できると判断し、随意契約した

17 保育・幼児教育課
大分市立のつはる認定こ
ども園における通園補完
自動車運行業務委託

令和5年4月1日
大分市弁天１丁目４番２９
号
大分市タクシー協会

750,410 ２号

　本業務委託は野津原地区の旧野津原中央、旧野津原西部、
旧今市幼稚園の廃園に伴い、のつはる認定こども園に通園す
ることになる園児の通園を補完するため、その業務を委託す
るものであります。
　受託者には、安全性の確保はもとより、乗車人数変更や運
行車輌の故障等に対し柔軟な対応が求められます。
タクシー事業者が加盟するタクシー協会では、非常時に他の
タクシー事業者の配車が可能です。
　このようなことから、本業務を地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号の規定に基づき、大分市タクシー協会と随意
契約いたしたい。
（単価：登園4,860円（5,440円）、降園3,240円（3,630
円）、送迎加算2,050円（2,630円）、補助乗務員手当11,000
円（12,300円）。全て１回あたりの単価。（）内はR5.7.12
以降の単価）

18 子ども入園課
令和5年度保育所AI入所
選考システム保守業務委
託

令和5年4月1日
大分市東春日町17－19
日本電気株式会社大分支店

1,197,900 ２号

　保育所ＡＩ入所選考システムについては、日本電気（株）
大分支店とシステム構築委託契約を結び日本電気社製のＡＩ
パッケージを利用して各種設定等を行い、運用を行っている
ものである。
　システムにおけるＡＩの著作権はシステムを構築した法人
が保有しており、著作者人格権のうち同一性保持権の関係か
ら他の業者がシステム保守を行うことは出来ない。
　以上のことから契約の性質又は目的が競争入札に適さない
と認められるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号の規定によりシステム構築業者の日本電気（株）大分
支店と随意契約を行うものである。
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19 子ども入園課 大分市病児保育事業委託 令和5年4月1日
大分市大字片島83番地の7
医療法人藤本育成会
大分こども病院 外5件

127,725,000 ２号

本事業は、保護者の勤務の都合等により家庭で育児が困難な
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面
の症状の急変が認められない場合において、当該児童を病
院・診療所に付設された専用スペースで、一時的に保育する
事業である。
事業の目的を充分完遂でき、病児保育事業の届け出を行い、
大分市病児保育事業実施要綱に基づく実施施設としての要件
を満たした施設は左記施設のみであり、左記施設と随意契約
を行うものである。
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